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大村市新庁舎建設基本計画（案）に係るパブリック・コメントの意見の要旨と市の考え方

番号 区分 ご意見の要旨 回答及び意見に関する考え方

１ 全体 計画策定において、市民の意見

取入れがほとんどなく、市の内部

のみで議論がなされている傾向

が強い。また、説明会、パブリッ

クコメントだけでなく、懇談会な

どをもっと開くべきだったと思

う。

基本計画（案）策定において、

市民アンケートや、市民検討委員

会での意見などを反映し、計画

（案）を策定しています。

また、今後、基本設計を進めて

いく中で、ある程度設計の内容が

まとまった段階で、市民のご意見

を伺う機会を設ける予定です。

２ 全体 本市の規模で120億円超の市庁

舎は適正なのか。財政状況、市民

が許容する予算がいくらかを踏

まえ、その範囲で建てられる建物

を検討すべきと思う。

新庁舎では、現在分散している

庁舎を集約するよう計画してい

ますが、集約する部署の見直しな

ど、面積縮減の方法などを検討

し、事業費の縮減に努めていきま

す。

３ 全体 建設費に対する交付金が減り、

早期に建設するメリットも小さ

くなっている。じっくり市民の意

見を聴き、コストダウンを図った

計画を進めてほしい。交付金を受

けるより多くのコストダウンが

図れるのであれば、交付金を活用

しない選択肢も十分考えられる

と思う。

建設費については、市民説明会

でも意見が多くあったことから、

集約する部署の見直しなど、面積

縮減の方法を検討し、事業費の縮

減に努めていきます。

４ 全体 早急な防災機能の獲得であれ

ば、本館の防災庁舎建替えのみで

良いと思う。市民サービスの向上

はその後に整備するなど、一括整

備にこだわる必要はないと思う。

新庁舎では、現在分散している

庁舎を集約するよう計画してい

ますが、集約する部署の見直しな

ど面積縮減方法や新庁舎の建設

手法について検討します。
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番号 区分 ご意見の要旨 回答及び意見に関する考え方

５ 全体 １つの建物で手続きが完了す

るなどのメリットが120億円超を

かけて行う必要があるのか。今ま

で庁舎は分散していたため、今さ

ら集約を急ぐ理由もないと思う。

昨年 10 月に行った市民アン

ケートにおいて、現庁舎の施設面

や環境面における不満・不便さで

は、「庁舎の分散化」が 2番目に

多く、「重要視するものは何か」

の質問に対し、「窓口などでの手

続が 1つの建物で済むこと」との

回答が最も多くありました。

このようなことから、手続が１

か所の建物でできるよう集約を

考えています。

６ 全体 市庁舎の防災だけが先行する

が、避難所や体育館など、被災時

に使用できないといった状況に

ならないよう、バランスのとれた

計画をしてほしい。

災害時の避難場所については、

地震のみならず、全ての災害に対

応できる避難所の整備について、

引き続き検討していきたいと考

えています。

７ 第２章

新庁舎建設

の必要性

（3ページ）

計画（案）では、職員数で新庁

舎の面積を算定しているが、現況

との比較のため、人数を示した方

がいいのではないか。

集約化する職員数は全体で 825

人ですが、本庁舎の本館、別館等

の職員数は 611 人、分庁舎の職員

数は、こどもセンター、旧浜屋ビ

ル等で 214 人です。人数の表記に

ついては、検討します。

８ 第２章

新庁舎建設

の必要性

（6ページ）

本庁舎第 2、第 3別館は、耐震

診断を行っていないのか。行って

いるならば記載すべきではない

か。

耐震診断は実施しておりませ

ん。

９ 第２章

新庁舎建設

の必要性

（6ページ）

耐震性の不足について、別館の

ls 値は 0.27～2.24 とあり、耐震

面で不足しているのは一部のよ

うであるが、どの程度(面積規模

など)問題があるのか詳細にすべ

き。別館、第 2別館、第 3別館の

みで現庁舎の約半分を占めるた

め、「本館建替え＋別館耐震補強

＋第 2、第 3 別館改修工事」のよ

うな部分建替えを否定するには

根拠が不十分である。

別館の IS 値は、1階及び 2階が

0.27、3 階が 0.50、4 階が 0.56、

塔屋（機械室）が 2.24 で、1階か

ら 4階までは 0.6 未満であり、震

度 6強から 7の地震に対し、倒壊

又は崩壊する危険性があります。

新庁舎完成後の第 2 別館、第 3

別館とも建物の耐用年数が短い

ため、現在の建設計画（案）では、

改修を行わず、新庁舎として建替

えることを考えています。



3

番号 区分 ご意見の要旨 回答及び意見に関する考え方

１０ 第２章

新庁舎建設

の必要性

（9ページ）

分散によるサービスの低下と

あるが、どの程度の人が、同日に

複数庁舎 (どの部署) を訪れて

いるのか。

福祉系部署の統合で複数部署

を訪れる人数は大幅に減るので

はないか。

市民は「１つの庁舎」にしてほ

しいのではなく、「１つの窓口」

を求めている。「１つの窓口」は

複数あればなおよく、庁舎の数は

それほど問題ない。また、統合さ

れることで遠くなる地域も多く

あり、一概に集約されて便利にな

るばかりではないと思う。

同日に複数庁舎を訪問される

来庁者数データは把握できてお

りませんが、平成 28 年度におけ

る市役所本庁の来場者数は年間

11 万 2,282 人で、１日当たり 460

人となります。

転入・転出・出生・婚姻等ライ

フイベントに係る手続は、福祉系

部署のみでなく、市民課や税務課

など様々な部署が関連するため、

多くの市民に関わる部署は、集約

する方向で進めています。

１１ 第２章

新庁舎建設

の必要性

（ 10 ペ ー

ジ）

多くの問題を抱えているため、

新庁舎を建設したい理由は分か

るが、他の地域に比べ切迫して地

震災害リスクが高いわけではな

い。早期に対策したいであろうが

議論不足のように感じる。

現庁舎の本館は、昭和39年に建

設され、既に50年以上が経過し、

震度6強以上の地震で倒壊する危

険性があり、早期に建替える必要

があります。

従来から地震の発生確率が低

かった熊本で地震が発生し、本市

とほぼ同時期に建設された宇土

市役所が倒壊寸前となったこと

もあり、来庁する市民や職員の人

命を守ることを第一に考え、防災

拠点としての機能の確保を優先

させるため、新庁舎を建設するこ

ととしています。
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番号 区分 ご意見の要旨 回答及び意見に関する考え方

１２ 第３章

新庁舎建設

検討の経緯

（ 12 ペ ー

ジ）

市民アンケートの内容、結果が

記載されていない。

設問が簡素過ぎる。実施回数も

1 回のみで有効回答率が市の人

ロの 1%程度で有効性はあるのか。

市民が求めることを十分くみ取

れているか疑問である。

市民アンケートの結果につい

ては、現在、市のホームページで

公開しています。今後、基本計画

の参考資料としても公開します。

市民アンケートについては、18

歳以上の市民から3,000人を無作

為に抽出し、1,178 票の回答があ

り、39.3％の回答率でした。統計

学の数字から判断すれば、信頼性

のある有効な回答率であると考

えています。

市民アンケートのほか、市民検

討委員会や市民説明会での意見

も踏まえ、計画を策定することと

しています。

１３ 第４章

新庁舎建設

の基本方針

（ 13 ペ ー

ジ）

基本方針について、１～４は、

建築物として当たり前のことと

認識する。

市役所に必要なのは、市民と職

員の交流である。そこのところ

が、今の基本方針だけでは実現で

きない。基本方針に「市民に親し

みを持たれる庁舎」を加えること

で、職員がより積極的に市民と接

し、市民と職員で大村を良くする等

の方向性のベクトルが生じる。

庁舎を良くするだけでなく、大

村を良くするための庁舎を目指

してほしい。

基本方針については、市民サー

ビスの向上を目指し、窓口機能や

相談機能の充実を図ることや、市

民、職員が使いやすい庁舎となる

よう、ユニバーサルデザインを導

入すること、また、災害時の防災

拠点機能を備えるなどについて

掲げています。

１～４の基本方針を実現する

ことで、市民に親しみを持たれる

庁舎となり、よりよい市民サービ

スが実現できると考えています。
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番号 区分 ご意見の要旨 回答及び意見に関する考え方

１４ 第４章

新庁舎建設

の基本方針

（ 13 ペ ー

ジ）

新庁舎の建設方針は、分庁舎・

支所の活用、機能拡充などと合わ

せ大村市の行政サービス全体の

中で機能等の検討をすべきと思

う。

新庁舎の建設において、庁舎の

分散化による市民負担等を解消

できるよう窓口を集約し、市民サ

ービスの向上につながる庁舎等

を目指しています。

出張所などについても、新庁舎

の建替えを進めながら、今後の業

務のあり方について検討してい

きたいと考えています。

１５ 第４章

新庁舎建設

の基本方針

（ 13 ペ ー

ジ）

次の建替えも 50～60 年後にあ

るのだから、その負担を軽減でき

るよう、将来の建替えについても

考慮すべき。

現庁舎の分散化、古い、危ない、

狭いを解決するためだけに建て

るのであれば、将来また同じよう

になる。

基本方針の１つに「経済性を考

慮した庁舎」を掲げており、維持

管理の優れた建築構造と材料を

採用するとともに、将来を見据え

た設備の老朽化や機能更新に対

応しやすい設計とし、ライフサイ

クルコストを考慮した庁舎を整

備したいと考えています。

今後、基本設計の中で、コンパ

クト化や効率性等について検討

していきます。

１６ 第４章

新庁舎建設

の基本方針

（ 13 ペ ー

ジ）

庁舎がボート場側に建設され

るのであれば、ボート第 5駐車場

がレース開催などで不足する場

合、シーハットなども一体利用

(通り抜け、共用駐車場など) で

きるように改善してほしい。

大村公園、ボート場、シーハッ

ト、市役所の交通（駐車）環境向

上に関してまとめて取り組んで

ほしい。

交通体系については、重要な課

題であると認識しており、今後も

継続して検討していきたいと考

えています。

また、市民検討委員会の意見と

して、駐車場はシーハット、大村

公園など周辺施設の利用状況を

踏まえた運用が望ましいとの意

見があっていますので、今後の設

計を進める中で検討していきま

す。
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１７ 第５章

新庁舎建設

の基本指標

（ 18 ペ ー

ジ）

今後１０年程度の職員数の見

込みはどうなっているのか。将来

的に人ロが減少する見込み(大村

市人ロビジョン:社人研準拠推

計、出生率 1.82 固定) であるの

だから、現況人数ではなく予測人

数でも検討すべきではないか。

１０年後の職員数について、計

画等は作成していませんが、近

年、高齢化社会の進展等もあり、

福祉にかかる職員数は増加傾向

にあり、必ずしも人口減に直結す

るものではないと考えています。

本市が平成 27 年に策定した人

口ﾋﾞｼﾞｮﾝでは、27 年の人口は

92,950 人で、20 年後の平成 47 年

は 101,269 人となり、平成 47 年

をピークに人口が減少し、50 年後

の平成72年は 97,642人と予測し

ています。

また、現状の職員が業務を行う

スペースが必要であり、職員数に

ついて大きな減少は想定してい

ませんが、減少した場合の空きス

ペースを有効に活用できるよう、

ユニバーサルレイアウトを導入

する計画としています。

１８ 第５章

新庁舎建設

の基本指標

（ 18 ペ ー

ジ）

既存施設を活用する場合は、計

画面積を減少させるようにして

ほしい。単純に人員で必要面積が

決まらないだろうから、資材・機

材置場が必要、保有車両が多いな

ど、面積を必要とする部署は分庁

舎で検討するなどしてほしい。

既存施設について、資材・機材

置場や書庫に利用できないかな

ど、活用方法を検討し、規模や建

設費の縮減に努めていきたいと

考えています。

１９ 第６章

建設計画

（22ページ

～ 25 ペ ー

ジ）

当初からの候補地を割愛すべ

きでないと思う。当初からの候補

地も同様に比較しなければ恣意

的と見られかねないと思う。

候補地については、現庁舎と同

程度の敷地 12,000 ㎡程度を確保

できるまとまった土地がある 28

か所を選び、安全性、経済性、利

便性、早期実現性の観点から総合

的に判断し、現地周辺を選定して

います。

なお、この検討結果について

は、基本計画の資料編に掲載する

ことを検討しています。
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２０ 第６章

建設計画

（22ページ

～ 25 ペ ー

ジ）

22 ページから 24 ページにおい

て、候補地評価が〇△×では客観

性がない。評価基準を明確にして

評点をつけるべき。

評価については、あくまで現況

での法規制による評価を行って

いるもので、条件変更を仮定する

と、全てが同評価となります。現

況のままで建設する場合の法規

制による建設基準を○△×で表

現しているものです。

２１ 第６章

建設計画

（ 25 ペ ー

ジ）

25 ページ表において、40 点と

37 点で〇と△になる理由が不明

確。○、△ではなく、合格点を満

たすか否か(建設が可能か不可能

か)が問題で、良いほうを選ぶ評

価項目ではない。

法規制の評価をしているが、庁

舎建設予定地は用途地域変更が

前提となるため、評価は現況で行

っているが、用途地域変更後の評

価とすべきで、その際の法規制面

での評点は、ボート第 5駐車場と

ほぼ同じなのではないか。

庁舎建設において、早期に建替

える必要があるため、25 ページ表

においては、建設に係る制限が少

なく、早期建設が実現できる場所

を○、早期建設が実現しにくい場

所を△で評価しています。

法規制の評価については、番号

20 と同様の回答になります。

２２ 第６章

建設計画

（22ページ

～ 25 ペ ー

ジ）

計画地周辺は液状化の懸念が

大きい地区だと思うが、大地震の

際、周辺の液状化で市役所に近づ

けないという状況は発生しない

のか。

現地周辺の水害、その他災害な

どにおける被災リスクはどの程

度か。

候補地の選定においては、災害

時のアクセスも考慮に入れるべ

きではないか。

県の環境アセスメントでは、大

村市内の平野部は扇状地であり、

多くの地区で液状化の可能性は

あるとされています。

今後の基本・実施設計時に地質

調査を行い、液状化の危険性が高

い場合は、対策を実施するように

します。

また、大村市洪水ハザードマッ

プ、土砂災害ハザードマップにお

いて、現地周辺は危険性のある場

所ではありません。

２３ 第６章

建設計画

（ 28 ペ ー

ジ）

シーハット側との車両アクセ

スも検討してほしい。

交通体系については、重要な課

題であると認識しており、今後も

継続して検討したいと考えてい

ます。
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２４ 第６章

建設計画

（ 29 ペ ー

ジ）

方針が承認されてからの計画

ではないのか。

基本方針を踏まえ、具体的に新

庁舎に備えるべき機能として、窓

口・相談機能など 5つの充実を考

えていますので、方針と新庁舎機

能の計画は一体的となります。

現在は基本計画（案）の段階で

あり、市民説明会やパブリックコ

メントでのご意見を検討･検証

し、計画を策定します。

２５ 第６章

建設計画

（ 31 ペ ー

ジ）

(力)のキッズコーナーについ

て、保育職員配置での一時託児サ

ービス (保育所ではない) など

できないのか。

キッズコーナーは待合のとき

しか使えない。キッズコーナーと

するなら、呼出しができるよう職

員の声掛けや呼出機を配置する

などの配慮が必要と思う。

キッズコーナーは、お子さま連

れの来庁者が待ち時間に一時利

用できるスペースとして考えて

いますが、その運用に当たって

は、今後の設計の中で検討しま

す。

２６ 第６章

建設計画

（ 32 ペ ー

ジ）

オープンフロアは便利だが、頻

繁に部署配置が変わらないので

あれば、オープンフロアは過剰投

資である。柱スパンが大きいた

め、コスト上昇要因ではないか。

絶対的な必要性はないと感じる。

高度情報化社会や地方分権な

どで、市役所の組織や部署も変え

てきており、そうした組織改編な

どにも柔軟に対応できるオープ

ンフロアを考えています。

オープンフロアにすることで、

複数の部署をまとめて配置でき、

余剰スペースを減らすことがで

きるほか、組織改編における電話

配線や情報機器の移設などの費

用も縮減できると考えています。

オープンフロアのコストに関

しましては、貴重なご意見とし

て、今後の基本・実施設計の中で

検討していきます。
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番号 区分 ご意見の要旨 回答及び意見に関する考え方

２７ 第６章

建設計画

（ 34 ペ ー

ジ）

(工)の会議室について、立ち会

議室、ファミレス形式など新しい

会議室タイプがある。民間では、

それらを取り入れ、省スペースを

図ったり、 業務効率を上げてい

る。従来型の会議室ばかりでなく

一部切り替えて必要面積の削減

を検討してほしい。

会議室の形状、運用方法などに

ついては、貴重なご意見として、

今後の基本・実施設計の中で検討

していきます。

２８ 第６章

建設計画

（ 35 ペ ー

ジ）

防災拠点機能における耐震安

全性について、新庁舎全体で最高

レベルを目標とする必要はない

と思う。

BCP (事業継続計画) で定めら

れる活動で、被災直後に重要な指

揮命令所などは補修が不要な

Ⅰ・A・甲類で理解できるが、そ

の他部署はⅡ類・B類の人命安全、

機能確保ができる基準でも十分

ではないか。

防災上重要な部署、機能は防災

庁舎、その他は耐震棟などと 2棟

にわけてもよいのではないか

(早急に防災拠点を得るため、 庁

舎全体の耐震対策から切り離し

防災庁舎を作った他市の事例も

ある)。

BCP や防災計画をもとにコスト

も考慮し、必要性を検討してもら

いたい。

新庁舎整備において、防災拠点

として建物の設備や機能が停止

することなく、災害対策の中枢機

能を担うべき重要な施設とする

ことから、国土交通省が官庁施設

として必要な耐震性能の確保を

図ることを目的に定めた「官庁施

設の総合耐震計画基準」の最高水

準を目指します。

また、昨年 10 月に行った市民

アンケートにおいて、現庁舎の施

設面や環境面における不満・不便

さでは、「庁舎の分散化」が 2番

目に多く、「重要視するものは何

か」の質問に対し、「窓口などで

の手続が 1つの建物で済むこと」

との回答が最も多くありました。

このようなことから、手続が１

か所の建物でできるよう考えて

いますが、別棟の建設について

も、貴重なご意見として、コスト

も含め今後検討していきます。

２９ 第６章

建設計画

（ 38 ペ ー

ジ）

防災倉庫は庁舎内でなく、敷地

内別棟などコストダウンを検討

してもらいたい。

倉庫棟の建設によるコストダ

ウンを検討します。

３０ 第６章

建設計画

（ 38 ペ ー

ジ）

液状化が強く懸念される区域

と思うが、対策費を現在の試算に

反映していなければ反映すべき。

液状化対策費については、今後

の地質調査及び基本・実施設計に

より対策範囲（深さと広さ）を決

め、反映させます。
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番号 区分 ご意見の要旨 回答及び意見に関する考え方

３１ 第６章

建設計画

（ 52 ペ ー

ジ）

総事業費が膨らむ一方となら

ないよう、総事業費の頭打ちを決

めるべきと思う。

総事業費の縮減策を考えなが

ら進めていきます。

３２ 第６章

建設計画

（ 52 ペ ー

ジ）

市の財政に与えるインパクト、

償還計画、市民への負担、住民税

への影響など、財政の見通しや市

民サービスへの影響が不透明で

ある。

どの程度の事業費が捻出でき

るか、ある程度のシミュレーショ

ンを提示すべきだと思う。

市の財政状況については、各年

度の決算値を踏まえ、毎年 9月に

中期の財政見通しを公表してい

ます。

市の事業は、新庁舎建設のみで

なく、多くの事業を含めて全体で

見る必要があります。そのため、

どの程度捻出できるかというこ

とは回答できませんが、現在は国

の健全化の指標はクリアできて

います。本年も９月に財政見通し

を作成し、公表する予定です。

３３ 第６章

建設計画

（ 53 ペ ー

ジ）

第５章

新庁舎建設

の基本指標

（ 18 ペ ー

ジ）

53 ページ表中の先行自治体の

延床面積が、本市の計画する想定

面積の半分程度の事例ばかりで

ある。同規模の事例はないのか。

18 ページ表中の他自治体の事

例と、53 ページ表中の先行自治体

例で重複自治体がない。18 ページ

の他自治体についても同規模の

事例として事業費を記載すべき。

53 ページの先行自治体例の建

設事業費については、地域により

資材費や労務費が違い、建設年度

でも大きく違うため、同じ九州地

域内で、近年庁舎を建設し、又は

建設予定の自治体の単価を算出

しています。

18 ページの先行自治体例につ

いては、規模を算出するため、本

市と同程度の人口の他自治体を

調査しています。

九州地域で直近に庁舎が完成

した事例が少なかったため、建設

単価の算出と規模の算出に分け

て事例を掲載しています。


